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 「農⼭漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第五条第
⼗⼀項の農林漁業振興等施設を定める政令」について、令和４年６⽉ 10 ⽇から７
⽉ 11 ⽇までの期間、広く国⺠の皆様から意⾒・情報を募集するパブリックコメン
ト⼿続を実施いたしました。 
 その結果、募集期間において「農⼭漁村の活性化のための定住等及び地域間交流
の促進に関する法律第五条第⼗⼀項の農林漁業振興等施設を定める政令」の規定に
関する御意⾒を１件いただきました（その他政策等に関する御意⾒を１件いただき
ました。）。 
 お寄せいただいた御意⾒の概要及びそれに対する考え⽅について、別添のとおり
取りまとめましたので、お知らせいたします。 
 御意⾒をお寄せいただいた皆様⽅の御協⼒に深く御礼申し上げるとともに、今後
とも農林⽔産⾏政の推進に御協⼒いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 
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